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北九州市告示第４１１号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により、北

九州市の区域内に次の土地が新たに生じたことを令和７年１０月７日に確認し

た旨の届出があったので、同条第２項の規定により告示する。  
  令和７年１０月２０日  

北九州市長 武 内 和 久  
新たに生じた土地の表示  地積（平方メートル）  
北九州市門司区新門司北三丁目１の２０、

１の３３、１の３７から１の３９まで、１

の４１地先公有水面埋立地  
１万５，７９６．９１  

北九州市門司区新門司北三丁目１の２０、

１の３３、１の３４、１の３６、１の４０、

１の４１、１の４３地先公有水面埋立地  
９万３，３０８．１９  

北九州市若松区響町三丁目２７地先公有

水面埋立地  
６万８，９２２．０２  

北九州市若松区響町三丁目２７、３０地先

公有水面埋立地  
３１万２３８．８５  
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北九州市告示第４１２号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、北

九州市の町の区域を次のように変更する。  
 上記処分は、告示の日から効力を生ずるものとする。  
  令和７年１０月２０日  

北九州市長 武 内 和 久  
１ 次の区域を門司区新門司北三丁目に編入する。  

新たに生じた土地  
北九州市門司区新門司北三丁目１の２０、１の３３、１の３７から１の

３９まで、１の４１地先公有水面埋立地１万５，７９６．９１平方メー

トル  
北九州市門司区新門司北三丁目１の２０、１の３３、１の３４、１の３

６、１の４０、１の４１、１の４３地先公有水面埋立地９万３，３０８．

１９平方メートル  
  

２ 次の区域を若松区響町三丁目に編入する。  
新たに生じた土地  
北九州市若松区響町三丁目２７地先公有水面埋立地６万８，９２２．０

２平方メートル  
北九州市若松区響町三丁目２７、３０地先公有水面埋立地３１万２３

８．８５平方メートル  
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